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総合建設業 

 
事例21 

 
 

随時発出される「全現場統一」で 

全体のレベルアップを図る 

 
 

「喜びを喜びに（ＪＯＹ＆ＪＯＹ）」をコーポレートスローガンに掲げ、総合建設業として事

業展開する森組。安全衛生活動の実績や現状などを分析し、評価し、明確かつ具体的な「安全

衛生目標」を定めて災害防止活動に取り組み、成果を上げている。 

 

 株式会社森組・大阪府 
 

 
 

目標を定め、達成のための具体的な実施事項を示す 
 

 森組は、大証２部上場の総合建設業である。創業113年の歴史を誇る老舗でもある。それ

だけに、業界のリーダー企業としての自負や誇りもあり、災害防止のための安全衛生活動

に余念がない。 

 まずはその年度の安全衛生活動の柱となる「安全衛生目標」から見ていくことにしよう。

目標は、前年度の安全衛生活動の実績や災害の現状などを分析、評価し、優先度の高いも

のが掲げられる。その目標を達成するための施策としてさらに具体的に実施すべき事項が

示される。2012年度（平成24年度）の安全衛生目標は、「死亡・重大災害ゼロの継続（三

大災害の絶滅） 事故・災害発生件数の30％減少（前年度比較）」である。この目標を達

成させるための施策として、1.「前年度型別上位災害防止対策」として、飛来・落下災害

防止対策、熱中症予防対策が上げられ、実施すべき事項が明確に示されている。熱中症予

防対策では、６月～９月の間を熱中症防止強化期間として、「熱中症予防対策責任者」を

選任し、全工事作業所にＷＢＧＴ（熱中症指標計）が設置された。次いで、2.建設機械・

クレーン等災害防止対策、3.第三者災害防止、その他主要災害防止の取り組み、4.労働環

境・職場環境の充実に関して、5.教育訓練の実施――が示されている。 

 これらの活動を的確に実施するために、「安全管理方針による全現場統一」が随時、安

全統括部から全作業現場所長に発出される。法令等の改正情報の周知はもとより、従来か

ら展開している活動の再確認や徹底・改訂内容の周知、建設業界での取り組み事例の導入・

紹介などが通達されるものだ。「安全管理方針による全現場統一」は、同社における共通
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ルールであり、どの作業現場でも同様に災害防止対策や安全衛生活動を展開するためのマ

ニュアルでもある。 

 さらにこうした活動の実施状況をはじめ、作業現場の安全衛生状態を把握するために、

定期的に安全統括部による安全衛生パトロールが展開されている。基本的には毎月１回は

各作業現場に担当者が出向いている。その際、チェックリストに基づく点数制を導入して

おり、改善が必要な事項については、「即是正」「是正」「指導」のランクに分けて指示

が出され、報告も求められる。写真報告のケースもある。点数制を取り入れているため、

「安全成績」が即座に分かるようになっている。もちろん、良い点については「加点」し

て評価することになる。 

 また、協力業者に対しても「経営者安全パトロール」（毎月１回）の実施を要請してい

る。点検表をもとに自社作業に対する巡回内容指示事項を記入し、その結果を作業所長に

提出する。巡回時には自社作業者を集めての「安全ミーティング」を実施することも必須

となっている。 

パトロール写真 現地ＫＹカード掲示状況 

現地ＫＹカード 



 

 － 82 －

 

作業者１人ひとりの安全力を高める「森組現地ＫＹカード」活動
 

 協力会（ＭＯＳＴ会）との共同で作成し、現場で展開している取り組みに、「森組現地

ＫＹカード」活動がある。労働災害の発生要因の１つである“思いこみ”によるヒューマ

ンエラーをなくすための取り組みである。新規入場時に定期大のカードが渡される。「作

業前にこのカードで現地ＫＹを実施すること」として、体調はいいか？から始まって安全

靴・安全帯・保護具は着用しているか、開口の養生はできているかなど10項目が記載され

ている。作業前の朝礼や職種ごとのＫＹやＴＢＭ（ツールボックスミーティグ）の後、作

業員個々人が当日の作業場所（現地）で１項目ずつ読み上げながら、声を出して危険ポイ

ントを指摘し、どのような行動をとらなければならないかを実践するものだ。これは、た

とえ１日の入場・作業を行う者も同様に実施することになる。全員が携帯し、作業場所（現

地）にて作業前に実施する。１人ひとりの安全力を高め、思いこみを排除し、不安全行動

防止に力を入れている活動といえる。 

 
 

「ｅラーニング」による社内安全衛生教育を実施 
 

 同社では「ｅラーニング」を活用して、技術職員の安全衛生教育を平成20年度から実施

している。受講方法は、パソコンで指定のホームページアドレスに各自に割り当てられて

いるメールアドレス・パスワードを入力することにより、安全統括部が作成した指定の問

題を受講することができる。講座はマネージャー（所長クラス）、リーダー（主任クラス）、

スタッフ（職員）の階層別に用意されている。毎年１回、実施され、期間は１ヵ月の間に

終了するように、各自が時間を調整しながら行う。ただ、工事の進捗によって時間がとれ

ないような場合には、柔軟に対応して、全員が合格するまで、安全統括部がフォローする

仕組みである。受講状況や成績が芳しくない職員に対しては、パトロールで現場に赴いた

際に、アドバイスや激励が行われる。難易度は、関係資料などを引きながら自分で勉強す

る姿勢が求められる程度だという。「ｅラーニング」の導入により、「遠隔地で勤務して

いる職員も、現場事務所で受講することが可能で、教育のために移動する時間、経費を節

約でき、また資料のやりとりする手間を省くことができた」という。 
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経営者パトロール点検表 
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2012年度安衛目標・達成の為の施策 

 


